
かつらぎ町長　様

電話番号 0736-22-0300

　わたくしが納付（入）すべき次の徴収金については、次の理由によりその納付（入）が
遅延しておりますが、以下の計画を御認容くだされば指定金融機関、指定代理金融機関又
は収納代理金融機関から期限までに完納することを誓約します。
　なお、新しく発生する町税は必ず納期限内に完納します。万一これを履行しなかったと
きは、滞納処分を受けても異議はありません。

備考

換価の猶予に係る納付（入）誓約書

〇年　　〇月　　〇日

住所
所在地

かつらぎ町丁ノ町2160

氏名
名称

　　　かつらぎ　太郎　　　　　　印

年度 税目 納期限 税額 延滞金額 加算金額 滞納処分費 合計

未
納
の
理
由

収入（月収〇万円、支出〇万円）が少ないため納期内納付ができませんでした。

納
付
す
べ
き
徴
収
金

5月末 10,000円 11月末 10,000円

1月末 10,000円 7月末 10,000円

6月末 10,000円 12月末

納付（入）期限 納付（入）金額 納付（入）期限 納付（入）金額

10,000円 10月末 10,000円

2月末 10,000円 8月末 10,000円

3月末 10,000円 9月末 10,000円

4月末

10,000円

納
税
計
画

〇年　〇月　〇日から　　〇年　〇月　〇日まで　12　　月間猶予期間

担保 有・無

担保財産の詳細又
は提供できない
特別の事情

添付する
書類

□財産収支状況書　□収支の明細書　□財産目録
□担保関係書類　（□担保提供書□抵当権設定登記承諾書□納税保証書□その他）

別紙のとおり





1年以内に完納するよう計画を提出させる。
不可な場合は最終月に合算分を記入する。
1年以内に完納するよう計画を提出させる。
不可な場合は最終月に合算分を記入する。
1年以内に完納するよう計画を提出させる。
不可な場合は最終月に合算分を記入する。


